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 資料２  
令和２年２月２８日（金） 衆・総務委（未定稿） 

 

○西岡秀子委員（立国社） 

次に、政治分野における男女共同参画推進法についてお尋ねいたします。 

この法律は平成 30 年５月 23 日に公布・施行をされました。その後、参議院選挙が

行われました。次は衆議院選挙が参議院選挙より前に任期があるわけでございますけ

れども、特に衆議院においては、女性の議員の割合というのが１割という状況で、ま

だまだ女性の議員を増やしていくという状況は大変困難な状況ではございますけれ

ども、この法律が施行されまして、約２年の時間が経っております。その中で、この

推進法で明記をされた事柄についての今の取組状況、特に附帯決議には、総務省と内

閣府それぞれ３項目ずつの附帯決議がついております。総務省の附帯決議に対する進

捗状況をお聞きしたいというのが１点でございますけれども、それに関連をいたしま

して、今日お配りをしております、地方議会においては、選挙の時は通称、旧姓で選

挙に立候補することができますけれども、地方議会においては議会活動はそれが認め

られないという議会がございます。これは議会の判断によるところが大きいと思いま

すけれども、選挙では通称が認められ、議員活動が元々の戸籍名の名前で議員活動を

するということは、政治家本人にとっても大変な状況がございますし、有権者の皆さ

んにとっても大変分かりにくい状況もあると思います。 

まずこの件について高市総務大臣のお考えを含め、このことは議会が決めることで

ございますし、総務省が所管をしていることではないかも知れませんけれども、特に

大臣がこのことについて、やはり是正をしていかなければいけないというような方向

性を示されるというのは大変大きな影響があると思いますので、大臣のご見解をお聞

きさせていただきたいと思います。 

 

○高市総務大臣 

総務省では、すでに所管分野において旧姓使用を可能にする取組を強化することと

しております。 

地方議員が、議会活動において旧姓を使用することについては、各地方議会の判断

によって認められるものですけれども、一部の地方議会ではそれが認められないとい

う報道があることも承知をしております。 

総務省では、現在、女性をはじめ多様な人材が地方議会に参画しやすくなるための

方策について検討するために、三議長会の代表者である議長にも参画をいただき、「地

方議会・議員のあり方に関する研究会」を開催しています。1先週開催された研究会で

は、有識者の構成員から「旧姓使用について、選挙では使用できるが、議会活動では

使用できないという例がある。議長会において、統一的な対応を検討いただきたい」

というご指摘がございました。総務省としても、地方議会における旧姓使用について

三議長会と連携して取り組んでまいります。 

男女共同参画推進法の附帯決議の取組についてお尋ねがございましたが、総務省で
 

1 資料４「第５回 地方議会・議員のあり方に関する研究会（議事概要一部抜粋）」参照 
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はまず、法第５条の「実態の調査及び情報収集等」に関しては、地方公共団体の議会

の議員及び長について、毎年、男女別の人員数やその構成比を調査・公表しています

し、国政選挙時には男女別の立候補者及び当選人の数をまとめた選挙の結果を公表し

ております。 

また、第７条の「環境整備」に関しては、昨年６月から、今ほど答弁申し上げまし

た研究会を開き、女性をはじめ幅広い層が地方議会に参画しやすくなるための方策に

ついて議論を行っております。 

第８条の「人材の育成等」に関しましては、女性の政治参画マップなど内閣府の取

組を選挙管理委員会に紹介して出前授業などに活用していただいております。また、

地方公共団体向け各種研修の場において「女性模擬議会」の取組を紹介することなど

で優良事例の横展開を行っております。また、地方議会議員・議会事務局職員を対象

に開催している「地方議会活性化シンポジウム」におきまして、女性議長や女性議員

の方々を登壇者としてお招きし、「女性模擬議会」の取組や、また出産・育児に伴う

休暇規定の整備など、各地方議会の実践例をご紹介していただいたりしております。 

 

○西岡秀子委員（立国社） 

 大臣からご説明をいただいてありがとうございます。様々な取組を進めていただ

いておりまして、先ほどの件についても研究会のほうでそのようなご紹介をいただ

いたというのは、それぞれの議会のご判断ではありますけれども、やはりそういう

状況があるということについては、是非各自治体の方にも認識をいただく良い機会

になったと思いますので、引き続き大臣のほうで機会がございましたら、認識の共

有化というものを図っていただければと思います。 

 また、いろいろな附帯決議３項目の取組も進めていただいておりますけれども、

まだ女性模擬議会についてもなかなか実現をできない議会もあるように聞いており

ますので、引き続きお取組をよろしくお願いいたします。 

 

（以上） 


